
業　務　仕　様　書

１　業務名
　令和８年度広報ふちゅう等配布業務

２　業務期間　
[bookmark: _GoBack]契約締結日から令和９年３月３１日まで
ただし、各月の配布期限は次のとおりとする。
	号
	配布期限
	配布物搬入期間

	５月号
	５月７日
	４月２１日～４月３０日

	６月号
	６月７日
	５月１９日～５月３０日

	７月号
	７月７日
	６月２０日～６月３０日

	８月号
	８月７日
	７月２２日～７月３１日

	９月号
	９月７日
	８月１８日～８月２９日

	１０月号
	１０月７日
	９月２２日～９月３０日

	１１月号
	１１月７日
	１０月２０日～１０月３１日

	１２月号
	１２月７日
	１１月１７日～１１月２８日

	１月号
	１月７日
	１２月２２日～１２月２６日

	２月号
	２月７日
	１月１９日～１月３０日

	３月号
	３月７日
	２月１６日～２月２７日



３　業務場所　町内一円ただし別途、町が指定する区域を除く

４　業務内容
　　府中町が発行する行政配布物について、印刷事業者により受託者指定箇所に搬入された行政配布物を、全戸配布する。
（１）対象配布物（予定）
	号
	配布物

	５月
	広報ふちゅう、議会だより、検診案内、募金リーフレット

	６月
	広報ふちゅう、人権映画上映会

	７月
	広報ふちゅう、県民だより、社会だよりふれあい府中、公衛協だより

	８月
	広報ふちゅう、議会だより

	９月
	広報ふちゅう、検診案内

	１０月
	広報ふちゅう、社協だよりふれあい府中、県民だより、シルバーだより

	１１月
	広報ふちゅう、議会だより、ヒューマンフェスタ

	１２月
	広報ふちゅう、アンケート

	１月
	広報ふちゅう、社協だよりふれあい府中、県民だより

	２月
	広報ふちゅう、議会だより

	３月
	広報ふちゅう、家庭ごみの正しい出し方、公衛協だより、選挙特報


　　※配布物の規格については以下の想定とする。
　　　・広報ふちゅう　Ａ４冊子　約５０ｇ～９９ｇ
　　　・議会だより　Ａ４冊子　約３０ｇ～４９ｇ
　　　・検診案内　Ａ３二つ折り
　　　・募金リーフレットＡ３二つ折り
　　　・公衛協だより　Ａ３二つ折り
　　　・社協だよりふれあい府中　Ａ４冊子　約２０ｇ
　　　・県民だより　タブロイド　約２０ｇ
　　　・シルバーだより　Ａ３二つ折り
　　　・ヒューマンフェスタ　Ａ４１枚
　　　・家庭ごみの出し方　Ａ４冊子　約５０ｇ～９９ｇ
　　　・人権映画上映会　Ａ４１枚
　　　・選挙特報　Ａ３二つ折り
　　　・アンケート　角２封筒（中にA４　２枚、返信用封筒）
（２）配布想定数
　　　１８，５００戸　※想定数であり、実際の世帯数の増減に応じて変更する。
（３）具体的な業務
ア．荷受け、検品
　町の委託業者より配送された行政配布物について「（１）対象配布物」を参考に検品すること。配布物が不足している場合、その対応について町と協議し、指示を受けること。
1． 全戸配布
・業務区域内の全戸に行政配布物を配布すること。
・配布は、「２　業務期間」の表に定める期限までに完了すること。ただし、災害等により配布を完了することが困難な場合は、町と協議し、その対応について指示を受けること。
・配布する際は、風雨等による破損及び汚損等を考慮し、郵便受け等に確実に投
函すること。
・悪天候時等、配布物が破損及び汚損等が発生する可能性が高い日には極力配布
をさけること。
・配布先から不着等の理由により、再配布の依頼等があった時には速やかに再配
布を行うこと。
　　　・ポストに郵便物があふれている、またはポストがテープなどでふさがれている
など明らかに空き家と思われる配布先には、配布しないこと。
　　　・配布は各戸１部とすることただし、町が指定する世帯を除く。
　　ウ.事業所配布
　　　・町が指定する事業所は配布すること。
５　契約条件と配布料金の支払い
　　契約は、各月行政配布物の総重量及び丁合（差込）数に応じた１戸当たりの単価契
約とする。配布料金の支払いは各月払いとし、町は各月の実際の配布数に契約単価を乗じた額を受託者の実績報告と請求に基づき、３０日以内に支払うものとする。
【結果報告先】
〒７３５－８６８６　広島県安芸郡府中町大通三丁目５番１号
府中町総務企画部政策企画課（府中町役場３階）

６　情報管理、秘密の保持
業務上知り得た情報は、業務外の目的に使用してはならず、また一切他に漏らして
はならない。

７　その他
（1）  本仕様書に記載されている事項のほか、契約に関する事項は、府中町の契約事
務に関する規則や要綱に基づくものとする。
（2） その他、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、双方協議の上、
決定するものとする。
（3） 本町情報セキュリティポリシー、「個人情報取扱特記事項」（及び「情報セキ
ュリティに関する特記事項」）、「暴力団排除に関する特記事項」を遵守すること
